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ＣＡＣ‐ＴＶ契約約款 

 

 

株式会社ＣＡＣ（以下「ＣＡＣ」という。）とＣＡＣが行うサービスを受ける者（以下「加入者」という。）との間に結ばれる契約は

以下の条項によるものとします。 

 

第 １ 条 （ＣＡＣのサービス） 

ＣＡＣは、業務区域内の加入者に次のサービスを提供します。 

① ＣＡＣ‐ＴＶ 

地上デジタルテレビジョン放送、ＦＭラジオ放送、およびＦＴＴＨ施設において加入者の希望により別途契約を締結し

、ＴＶ受信機により視聴するＢＳデジタルテレビジョン放送の同時再放送サービスならびにデジタルテレビジョン自主

放送サービス 

② ＣＡＣ‐ＳＴＢ 

加入者の希望により別途契約を締結し貸与または販売するＳＴＢで視聴する地上デジタルテレビジョン放送、ＢＳデジ

タルテレビジョン放送の同時再放送サービスならびにデジタルテレビジョン自主放送サービス。ただし、ＣＡＣ‐ＴＶ

を利用せずに本号のみのサービスを受けることはできないものとします 

③ ペイチャンネル 

ＣＡＣ‐ＴＶおよびＣＡＣ‐ＳＴＢ以外の有料によるＢＳデジタルテレビジョン放送の同時再放送サービスならびにデジタル

テレビジョン自主放送サービス。ただし、ＣＡＣ‐ＴＶまたはＣＡＣ‐ＳＴＢを利用せずに本号のみのサービスを受けること

はできないものとします。なお、ＴＶ受信機により視聴するＢＳデジタルテレビジョン放送の有料同時再放送サービス

は、ＣＡＣのサービスではありません（スターチャンネルを除く。）。別途放送事業者との契約が必要となります 

④ 加入者の希望により別途利用契約を締結するＣＡＣ‐ＡＬＥＲＴ 

⑤ 上記事業に附帯するサービス業務 

 

第 ２ 条 （契約の定義、対象、成立） 

１．契約は以下の通り定義します。 

① 戸建契約 

ＣＡＣのサービスを利用する場所が戸建住宅（ＣＡＣが戸建住宅に準ずると判断する建物を含む。）である場合、もし

くは、ＣＡＣ‐ＴＶを利用する場所が集合住宅の一室であり、集合住宅の店子がその管理者等よりＣＡＣ‐ＴＶの加入

申込みを行う承諾を得ている場合の契約。戸建契約を交わした者（以下「戸建加入者」という。）は、第１条（ＣＡＣ

のサービス）に定める全てのサービスに関する手続を行う権利を有するものとします 

② 集合物件契約 

ＣＡＣ‐ＴＶを利用する場所が集合住宅である場合の契約（前号で定める場合を除く。）。集合物件契約を交わした者

（以下「集合加入者」という。）は、ＣＡＣ‐ＴＶに関する手続を行う権利を有するものとします。なお、契約は集合

住宅１棟につき１つとします 

③ 集合店子契約 

前号に定める集合物件契約の対象となる集合住宅の店子（入居者）との契約。集合店子契約を交わした者（以下「店子

加入者」という。）は、ＣＡＣ‐ＳＴＢ、ペイチャンネル、ＣＡＣ‐ＡＬＥＲＴに関する手続を行う権利を有するもの

とします 

２．ＣＡＣが行うサービスの提供を受けようとする者は、ＣＡＣが指定する加入手続を行い、ＣＡＣがこれを承諾したときに契約が

成立するものとします。 

３．ＣＡＣは、加入申込みをしようとする者が、ＣＡＣの提供するサービスの加入契約料金、利用料金、ならびに工事費、およびそ

の他費用（以下「料金等」という。）の支払いを怠る可能性があると思われる場合（破産手続中の者、およびそれに準ずる者。

）または、過去にその事実があった場合、この加入申込みを断ることができるものとします。 

４．ＣＡＣがサービスを提供するＣＡＣ‐ＡＬＥＲＴの利用を受けようとする者は、別に定める「ＣＡＣ‐ＡＬＥＲＴ利用規約」を

参照し、同意した場合に利用できるものとします。 

 

第 ３ 条 （初期契約解除） 

１．戸建加入者および集合加入者は、申込関連書類の受領日から起算して８日を経過するまでの期間、書面によりＣＡＣ‐ＴＶの契

約を解除することができます。戸建加入者および店子加入者は、申込関連書類の受領日から起算して８日を経過するまでの期間

、書面によりＣＡＣ‐ＳＴＢ、ＣＡＣ‐ＡＬＥＲＴの契約を解除することができます。 

２．前項の規定による契約の解除は、同項の書面を発行したときにその効力を生じます。 

３．第１項の規定により契約の解除を行った者は、加入契約料金もしくは初期登録費用の還付を請求することができます。ただし、

第５条（施設の設置、および費用の負担等）に定める工事等が完了している場合には、工事費等をＣＡＣに支払っていただきま

す。 

４．訪問販売にてＳＴＢ等を購入した場合、購入したＳＴＢ等を対象に、クーリングオフ制度を利用することができます。 

 

第 ４ 条 （契約の有効期限） 

契約有効期限は、契約成立日から１年間とします。ただし、次の場合には、引き続き１年の期間をもって更新するものとし以後

も同様とします。 

① 契約期間満了日の１５日前までにＣＡＣから加入者に、何等かの書面による意思表示がないとき 

② 契約期間満了日までに、第１６条（解約）に定める解約の申し出が、受理されていないとき 

 

第 ５ 条 （施設の設置、および費用の負担等） 

１．ＣＡＣは、サービスを提供するための施設（放送センターからＴＶ受信機にいたるまでの施設（以下「本施設」という。）内、

放送センターから保安器または光端末器までの施設（以下「ＣＡＣの施設」という。）の設置に要する費用を負担し、これを所

有するものとします。ただし、戸建加入者および集合加入者は引込みに際し工事費分担金として、ＣＡＣが定める工事費等を負

担するものとします。 

２．戸建加入者は、本施設の内、保安器または光端末器の出力端子からＴＶ受信機に至るまでの施設の設置に要する宅内工事費を負

担し、ＣＡＣが貸与する機器（この貸与する機器とは、機器本体のことであり付属するリモコン、ケーブル類等は消耗品として
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扱う。）を除く施設（以下「戸建加入者施設」という。）を所有するものとします。集合加入者は、本施設の内、保安器または

光端末器の出力端子からＴＶ端子に至るまでの施設（以下「集合加入者施設」という。）の設置に要する宅内工事費を負担し、

集合加入者施設を所有するものとします。店子加入者は、本施設の内、ＴＶ端子からＴＶ受信機に至るまでの施設の設置に要す

る宅内工事費を負担し、ＣＡＣが貸与する機器（この貸与する機器とは、機器本体のことであり付属するリモコン、ケーブル類

等は消耗品として扱う。）を除く施設（以下「店子加入者施設」という。）を所有するものとします。なお、宅内工事の保証期

間は、工事が完了した日から１年間とします（資材に対する保証は、宅内工事時に加入者がＣＡＣより購入したものに限る。）

。 

３．ＣＡＣより貸与または販売される機器で、ＡＣＡＳチップ非対応のＣＡＣ‐ＳＴＢを利用する場合はデジタル放送用ＩＣカード

（以下「Ｂ‐ＣＡＳカード」という。）および機器制御用ＩＣカード（以下「Ｃ‐ＣＡＳカード」という。）が必要となり、こ

れらのカードはＣＡＣより貸与するものとします。 

４．Ｂ‐ＣＡＳカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ（以下「Ｂ‐ＣＡＳ社

」という。）の「ＣＡＴＶ専用Ｂ‐ＣＡＳカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。 

 

第 ６ 条 （料金等） 

１．加入者は、ＣＡＣが定めるサービスの利用形態に応じた料金等を、ＣＡＣが指定する期日までに指定する方法で支払うものとし

ます。 

２．ＣＡＣは、経済環境の変動あるいは、提供するサービス内容の拡充等により、料金等の改定をすることがあります。 

３．ＣＡＣが定める料金等の中には、ＮＨＫの放送受信料（衛星放送受信料を含む。）は含まれておりません。従って、ＮＨＫと受

信契約を締結していない加入者は、別途ＮＨＫと所定の受信契約を結んでいただくことになります。 

 

第 ７ 条 （延滞金） 

１．加入者が料金等の支払いを支払期日より延滞した場合は、年利１４．５％の延滞金を支払期日の翌日より、支払日までその期間

に応じてＣＡＣに支払うものとします。 

２．料金等が２ヶ月以上滞納になった場合、サービスの停止をされても異議のないものとします。なお、サービス再開に伴う取付費

用は、加入者の負担とします。 

 

第 ８ 条 （設置場所の無償使用） 

１．ＣＡＣは、施設の設置、撤去ならびにサービス提供の停止をするために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷

地、家屋、および建築物等を無償で使用できるものとします。 

２．加入者は、ＣＡＣもしくはＣＡＣの指定する業者が設備の設置、撤去、移転、調査、点検、修理等を行う場合、加入者の敷地、

家屋、および構築物への出入りについてこれを承諾するものとします。 

３．加入者は、契約の締結について、地主、家主その他利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、こ

のことに関して責任を負うものとします。 

 

第 ９ 条 （サービスの利用休止） 

１．加入者は、ＣＡＣのサービスの提供の休止を希望する場合、休止を希望する日の１５日前までにＣＡＣに届け出るものとします

。そのうえで、休止を希望する日の属する月の末日までにＣＡＣに、ＣＡＣが指定する書面にて届け出るものとし、ＣＡＣがそ

の書面を受取ったときに休止の申し出が受理されるものとします。休止を希望する日の属する月の翌月以降にＣＡＣがその書面

を受取った場合、受取日の属する月の末日を休止日とします。また、再開を希望する場合には、再開を希望する日の１５日前ま

でにＣＡＣに届け出るものとします。この場合、休止日の属する月の翌月から、再開した日の属する月までの期間の利用料金は

無料とします。なお、休止期間は、原則最長１年間とします。 

２．加入者は、サービスの利用休止、および再開に際して、ＣＡＣが定める料金等による費用を負担するものとします。 

３．ＣＡＣは、必要により休止期間中、貸与する機器および「Ｂ‐ＣＡＳカード」「Ｃ‐ＣＡＳカード」を回収できるものとします

。この場合の費用は、加入者が負担するものとします。 

４．サービスの利用休止に伴う加入者の情報はＣＡＣ所定の方法にて保持します。加入者はＣＡＣに休止状態の照会ができるものと

します。 

 

第１０条 （ＣＡＣの保守責任、および免責事項） 

１．ＣＡＣは、ＣＡＣの施設の維持管理責任を負うものとします。ただし、加入者は、維持管理に必要上サービス提供が一時的に停

止することを承認するものとし、それに伴う損害賠償請求を行わないものとします。 

２．ＣＡＣは、加入者からＣＡＣの施設に異常があることの申し出があった場合は、速やかにこれを調査し、必要な処置を講ずるも

のとします。ただし、戸建加入者施設に起因する事項は、戸建加入者の、集合加入者施設に起因する事項は集合加入者の、店子

加入者施設に起因する事項は店子加入者の責任とし修復に要する費用は加入者が負担とします。 

３．ＣＡＣの保守責任範囲は、ＣＡＣの施設および貸与する機器とし、加入者に過失または故意なくこれらに故障、事故等が生じた

場合は、修復に要する費用をＣＡＣの負担とします。 

４．Ｂ‐ＣＡＳ社により加入者に貸与されたＢ‐ＣＡＳカードの機能不全による視聴障害が発生した場合は、Ｂ‐ＣＡＳ社が定めた

「ＣＡＴＶ専用Ｂ‐ＣＡＳカード使用許諾契約約款」に基づき、Ｂ‐ＣＡＳ社の責任において正常なカードとお取り換えがなさ

れます。 

５．ＣＡＣは、やむを得ない事情によりサービスの業務内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には

応じないものとします。 

６．ＣＡＣは、次の場合にはサービスの全てもしくは一部を終了することがあります。そのときは、あらかじめその事由を加入者に

通知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。なお、終了によって起こる損害の賠償には応じ

ないものとします。 

① ＣＡＣが、安定したサービスの提供ができない、またはできなくなるおそれがあると判断したとき 

② ＣＡＣが提供する他のサービスに伴い、サービスの必要性が著しく低下したとＣＡＣが判断したとき 

③ 経営上、技術的等の事由によりサービスの適正かつ正常な提供ができなくなりサービスの運営が事実上不可能になったとき 

７．加入者は、故意または、過失によりＣＡＣの施設、および貸与する機器に故障を生じさせた場合は、その修復に要する費用を負

担するものとします。 

８．ＣＡＣは、天災、事変、その他ＣＡＣの責めによらない事由によって、サービス提供の停止に基づく損害の賠償には応じないも

のとします。 
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９．ＣＡＣは、ＣＡＣの責めによる事由により、加入者に提供する全ての放送サービスが提供できなくなった状態をＣＡＣが知り得

た時点から起算して、２４時間以上同じ状態が続いた場合に限り、２４時間ごとに日数を計算し、その日数に対する利用料金を

損害とみなし、その額に限って賠償します。 

 

第１１条 （設置場所の変更） 

戸建加入者および集合加入者は、次の場合に限りＣＡＣの施設から戸建加入者施設および集合加入者施設の設置場所を変更でき

るものとし、そのことをＣＡＣに申し出るものとします。ただし、これに伴う費用はその加入者が負担するものとします。また

、これに伴う戸建加入者施設および集合加入者施設の設置に要する宅内工事の保証期間は、工事が完了した日から１年間としま

す（資材に対する保証は、宅内工事時に加入者がＣＡＣより購入したものに限る。）。 

① 変更先が同一敷地内で引込工事が可能な場合 

② 変更先がＣＡＣの業務区域内で、ＣＡＣのサービスの提供ができる設備が整っている場合 

 

第１２条 （名義変更） 

ＣＡＣは、加入者が以下の事由によりあらかじめ書面による届け出をした場合で、ＣＡＣがこれを承認したときに加入者名義を

変更するものとします。 

① ＣＡＣの施設の設置場所を所有または維持管理する加入者が個人名義の場合、加入者から二親等以内の者へ名義変更ができ

るものとします 

② ＣＡＣの施設の設置場所を所有または維持管理する加入者が法人・団体名義の場合、事業承継した者へ名義変更ができるも

のとします。新加入者の名義変更にかかわる事務手数料は無料とします。ただし、権利の譲渡が伴うものについては、事務

手数料を支払うものとします 

 

第１３条 （加入手続時申告内容の変更） 

加入者は加入手続時に申告した各事項について変更のある場合は、ＣＡＣに申し出るものとします。 

 

第１４条 （個人情報等の保護） 

ＣＡＣが保有する個人情報等の取扱いは、ＣＡＣが別に定める個人情報保護に関する規定に定めます。 

 

第１５条 （禁止事項） 

１．加入者は、次に定めることを守らなければならないものとします。 

① 加入者が配線等によりＣＡＣのサービスを加入者施設設置場所の同一敷地外に提供することは、有償、無償にかかわらず禁

止します 

② ＣＡＣが貸与もしくは販売する機器以外の機器等で、ＣＡＣのサービスを違法に視聴または使用することを禁止します 

③ ＣＡＣが貸与する機器の分解、および解体もしくは、改造等を禁止します 

④ ＣＡＣのサービスを使って第三者に損害を与える行為、公序良俗に反する行為、著作権の侵害、その他違法行為を禁止しま

す 

⑤ その他ＣＡＣに損害を与える行為を禁止します 

２．加入者は前項各号にあげられる行為を行った場合、それに伴う損害の賠償、著作権等の使用料を支払うものとします。 

 

第１６条 （解約） 

１．加入者は、契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の１５日前までにＣＡＣに届け出るものとします。そのうえで、解

約を希望する日の属する月の末日までにＣＡＣに、ＣＡＣが指定する書面にて届け出るものとし、ＣＡＣがその書面を受取った

ときに解約の申し出が受理されるものとします。解約を希望する日の属する月の翌月以降にＣＡＣがその書面を受取った場合、

受取日の属する月の末日を解約日とします。 

２．解約する場合、加入契約料金の払い戻しには応じないものとします。 

３．解約の場合、加入者は第６条（料金等）の規定による料金等を当月分まで支払うものとします。ただし、前納している場合には

、解約月の翌月以降の分を払い戻すものとします。 

４．加入者は、加入契約を解約する場合、ＣＡＣから貸与する機器および「Ｂ‐ＣＡＳカード」「Ｃ‐ＣＡＳカード」を返還するも

のとします。なお、紛失および破損等した場合は必要な費用を支払うものとします。 

５．解約の場合、ＣＡＣはＣＡＣの施設を撤去します。なお、撤去に要する費用は、加入者の負担とするほか、撤去に伴い加入者が

所有もしくは占有する敷地、家屋、および構築物等の復旧を要する場合、加入者においてその復旧費用を負担するものとします

。 

 

第１７条 （契約の解除） 

１．ＣＡＣは、加入者が次のことに違反した場合、契約の解除ができるものとします。 

① 加入者は、第７条（延滞金）第２項においてサービスの停止をされ、ＣＡＣが催告を行ったにもかかわらずその事実を解消

しない場合 

② 加入者は、第１５条（禁止事項）第１項各号に定める事項に違反し、ＣＡＣが催告を行ったにもかかわらずその事実を解消

しない場合 

③ その他、本契約約款に違反する行為または、ＣＡＣに著しい損害を与えた場合は、前二号とは別に無催告にて契約解除を行

うことができるものとします 

２．ＣＡＣは、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入者にそのことを通知するものとします。 

３．解除の場合、加入者は第６条（料金等）の規定による料金等を当月分まで支払うものとします。 

４．解除の場合、加入者は、ＣＡＣから貸与する機器および「Ｂ‐ＣＡＳカード」「Ｃ‐ＣＡＳカード」を返還するものとします。

なお、紛失および破損等した場合は必要な費用を支払うものとします。 

５．ＣＡＣは、第１項の規定により契約を解除しようとするときは、ＣＡＣの施設を撤去します。なお、撤去に要する費用は、加入

者の負担とするほか、撤去に伴い加入者が所有もしくは、占有する敷地、家屋、および構築物等の復旧を要する場合、加入者に

おいてその復旧費用を負担するものとします。 

 

第１８条 （契約約款の改定） 

１．ＣＡＣは、ＣＡＣの提供するサービス内容の変更、社会情勢の変動、放送法（昭和２５年法律第１３２号）の規定により契約約
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款を改定することがあります。なお、契約約款が改定されたときは、以後の契約条件は新しい契約約款によるものとします。 

２．ＣＡＣが別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 

 

第１９条 （協議、管轄裁判所） 

１．本約款に定めのない事項、あるいは疑義が生じた場合は、誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。 

２．本約款は、日本法に準拠して解釈されるものとし、ＣＡＣの提供するサービス内容に関連して訴訟の必要が生じた場合には、Ｃ

ＡＣの本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。 

 

附  則 

１．ＣＡＣは特に必要があるときには、本契約約款に特約を付することができるものとします。 

２．この契約約款は昭和５７年 ６月 ８日より施行します。 

改  定   昭和６１年 ７月１２日 

改  定   平成 元年 ４月 １日 

改  定   平成 元年１１月 １日 

改  定   平成 ６年 ７月 １日 

改  定   平成 ７年 ４月 １日 

改  定   平成１０年 ５月 ７日 

改  定   平成１１年 ９月２１日 

改  定   平成１３年 ４月１１日 

改  定   平成１３年 ７月 １日 

改  定   平成１４年 ４月 １日 

改  定   平成１５年１２月 １日 

改  定   平成１６年 ９月 １日 

改  定   平成１７年 ４月 １日 

改  定   平成１９年 ４月 １日 

改  定   平成１９年 ６月 １日 

改  定   平成１９年１０月 １日 

改  定   平成２２年 ６月 １日 

改  定   平成２３年 ４月 １日 

改  定   平成２３年 ７月２４日 

改  定   平成２３年１０月 １日 

改  定   平成２５年 ４月 １日 

 

改  定   ２０１３年１０月 １日 

改  定   ２０１４年 ９月 １日 

改  定   ２０１４年１０月 １日 

改  定   ２０１５年 ８月 １日 

改  定   ２０１６年 ４月 １日 

改  定   ２０１６年１０月 １日 

改  定   ２０１７年 ４月 １日 

改  定   ２０１７年１０月 １日 

改  定   ２０１８年１０月 １日 

改  定   ２０１９年 ９月 １日 

改  定   ２０１９年１０月 １日 

改  定   ２０２１年 ４月 １日 

改  定   ２０２２年 ７月 １日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


